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本庁舎移転に伴う窓口の変更について（お知らせ） 

 

 

平素より、本市介護保険事業の運営につきましては、格別のご理解・ご協力を賜り誠に

ありがとうございます。 

さて、長崎市役所の本庁舎が移転することに伴い、旧庁舎・別館 1 階（桜町 6 番 3 号）

における介護保険等に関する各種申請手続きの窓口を、別紙のとおり変更いたしますので

お知らせいたします。 

なお、移転については、令和 4 年 12 月の年末年始から令和 5 年 1 月 29 日まで休日を利

用して 5 回に分けて行うことから、移転期間中は、旧庁舎と新庁舎に分かれて業務を行う

こととなります。所属ごとの新庁舎での業務開始スケジュールは「別紙 1」をご覧くださ

い。 

また、お車での来庁時は、新庁舎周辺道路は、狭隘な箇所や一方通行の区間などがあり、

交通混雑が予想されますので、「別紙 2」のルートのご利用にご協力をお願いいたします。 

皆様方にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

（お問い合わせ） 

    長崎市福祉部 高齢者すこやか支援課 

                    TEL：095-829-1555（認定審査係直通） 

                   長崎市福祉部 介護保険課 

                    TEL：095-829-1146 

                   長崎市中央総合事務所 地域福祉課 

                    TEL：095-829-1429 
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●移転後の住所について 

  

 

 

 

 

●移転後の窓口について 

   

  

手続きの名称（主なもの） 担当課 業務開始日 

・要介護・要支援認定申請書 

・外部提供可否決定通知書交付  ほか 
高齢者すこやか支援課 

令和 5年 1月 4日～ 

・被保険者証等再交付申請書（窓口交付のみ） 

・移送支援サービス利用者証交付申請書（内容変更・再交付を含む） 

・移送支援サービス給付管理票 

・移送支援サービス支給申請書・請求書 

・指定移送支援サービス事業者変更・廃止・休止・再開届出書 

・移送介護員登録（変更）届出書 

・短期入所サービスの利用が認定有効期間の半数を超える理由書 

・過誤調整依頼書 

・社会福祉法人による利用者負担軽減対象確認申請書 

・離島居宅サービス等支援事業利用者証交付申請書   

・介護保険制度の問い合わせ（介護保険料、介護サービス等） ほか 

介護保険課 

・地域支援事業、在宅福祉推進事業等の申請 

・居宅介護サービス計画作成依頼（変更）届出書 

中央総合事務所 

地域福祉課 

  ※窓口交付：被保険者本人又は本人から委任を受けた受任者に対し、申請に来られたその場で再交付した被保険者証等を交付するもの。 

長崎市魚の町 4 番 1号 

※移転期間中の郵送先の住所は、上記又は「桜町 2番 22号」のいずれを記載した場合でも届きます（郵便局に転送届出済）。 

※郵便番号、電話番号、ＦＡＸ番号及び Eメールアドレスは変更ありません（中央総合事務所地域福祉課のＦＡＸ番号を除く）。 

★中央総合事務所地域福祉課 ＦＡＸ番号：変更前０９５－８２９－１４３２ ⇒ 変更後０９５－８２９－１４３４★ 

 

＜別紙＞ 

新庁舎 1階・「１２番」窓口（福祉の相談窓口） 
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手続きの名称 担当課（受付のみ） 業務開始日 

・被保険者証等再交付申請書（郵送交付のみ） 

・送付先・宛名変更届出書 

・負担限度額認定申請書 

・高額介護サービス費支給申請書 

中央地域センター 

（本庁以外では各地域センター） 
令和 5年 1月 4日～ 

 ※郵送交付：再交付した被保険者証等を、後日、被保険者本人の住所に郵送するもの 

 ※新庁舎 1階・12番窓口（福祉の相談窓口）でも手続きできます。 

 

 

 

 

手続きの名称 担当課 業務開始日 

・住宅改修費（給付券交付申請書、支給申請書、給付券取扱事業者登録等） 

・住宅改修支援事業に係る明細書 

・福祉用具購入費（給付券交付申請書、支給申請書、給付券取扱事業者登録等） 

・福祉用具貸与サービス利用（例外給付）確認依頼書 

・指定移送支援サービス事業者指定申請書 

・ケアプラン点検 

・事故報告書 

・離島訪問サービス支援事業助成金支給申請書 

・離島送迎支援事業助成金支給申請書 

・介護報酬の算定に関する問い合わせ    

介護保険課 令和 5年 1月 10日～ 

新庁舎 1階・「１１番」窓口（子育て・高齢者福祉・障害者福祉）  

新庁舎 12階・介護保険課窓口（新庁舎 1階窓口では受付できない手続き）  
※令和 5年 1月 4日～1月 6日は旧庁舎・別館 1階になります。 
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手続きの名称 担当課（収納のみ） 業務開始日 

・介護保険料の収納 
中央地域センター 

（本庁以外では各地域センター） 
令和 5年 1月 4日～ 

 

 

（参考）新庁舎 1階のフロア図 

 

市

民

会

館

側 

新庁舎 1階・「８番」窓口（原付バイク・市税等の納付・搬入券など） 
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